
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

令和５年２月１６日（木）より受付開始となった所得税の確定申告につきま

して、皆さまに資料の準備等ご協力いただき誠にありがとうございました。 
 
確定申告の期限は令和５年３月１５日（水）となります。例年は確定申

告を行っていない方でも、令和４年中に「給与を２ヶ所以上から貰った」「給

与以外の収入があった」「非上場株式の配当を受け取った」「不動産を売却し

た」等の収入があれば確定申告の必要があるかもしれません。該当になりそう

な場合には担当者へお問い合わせください。 

３月１７日（金）１３：３０より、『労務セミナー』を行います。

参加費は無料となっていますので、もしお時間ありましたら是非ご

参加ください。 
今回のテーマは『会社を守る就業規則とは』、『４０１K(確定拠出

年金)制度』となります。 
現在参加申し込みを受け付けておりますので、お気軽にお申し込

みください。セミナーの詳細・参加申込につきましては別紙チラシ

をご覧ください。 

 昨年末に閣議決定された令和５年度税制改正大綱について、「令和５年度税制改正のポイント」を同封さ

せていただきました。 
令和５年度税制改正大綱では「インボイス制度開始に伴う負担軽減措置」、「電子帳簿保存法に関する見

直し」「暦年贈与や相続時精算課税の見直し」など多くの企業や個人に影響のある改正が見込まれています。

インボイス関係については、「免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の軽減措置」や「課税売

上１億円以下の事業者の行う少額取引の事務軽減措置」等の新たな軽減措置が講じられる予定です。準備

期間もあとわずかとなってきましたので、内容を確認していただき対応方針を検討いただければと思いま

す。 
財務省ホームページにも「令和５年度税制改正（案）のポイント」のパンフレットがありますので、そち

らもご覧ください。(財務省HP：https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian23.html) 
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 相続が発生した場合に、被相続人から財産を相続できるのは、基本的に民法で定められた相続人になり

ます。法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と被相続人の血族になります。血族相続人には相続順位

が定められており、相続順位は下記のように定められています。 

第１順位：子ども、子どもの代襲相続人（直系卑属） 

第２順位：親、祖父母（直系尊属） 

第３順位：兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人（傍系血族） 

被相続人に上記のような相続人がいない場合には、相続する人がいないというような状況になってしま

います。このような相続をおひとりさま相続といいます。どのような方がおひとりさまに該当するかは、

いろいろな考え方がありますが、今回は、被相続人に法定相続人となる方が誰もいない場合とします。 

今後、少子化や未婚率の上昇により、身寄りのいない方が増加することが考えられます。おひとりさま

相続が発生した場合に、どのようなことになるのか、どのような対応方法があるのかについて解説を行い

ます。 

 

■ 財産はどうなってしまうの？ 

遺言書が無く特別縁故者もいなかった場合、もしくは特別縁故者への財産分与で余った財産は国庫に帰

属され国のものになります。とはいえ、法定相続人がいないからといって、すぐに国庫に帰属されるとい

うことはなく、一定の手続きを経て国庫に帰属される形になります。 

 

■ どのような対策があるの？ 

１．遺言書を作成 

法定相続人がいない場合には、特別な事情がな

い限り、遺産は国庫に帰属します。ご自身の財産を

譲りたいという親戚や友人がいても、遺言書を遺し

ていなければ、裁判手続きを経てからでないと財産

を承継することが難しくなります。 

また、遺言書があれば、個人だけではく、法人

を寄付先とすることもできますし、慈善事業をおこ

なっている法人や団体に財産を遺すことができま

す。 

このように、遺言書を作成しておくことにより、

ご本人の希望を叶えることができます。 

 

２．財産管理や身の回りの世話をお願いする人を決めておく 

高齢になってくると、財産管理や施設入所や病院の手続きを行うことが難しくなってきます。高齢にな

り、判断能力が不十分となると、後見制度を活用することになります。 

後見制度には、①任意後見制度と②法定後見制度があります。 

①任意後見制度は、将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、予め、依頼する後見事務の内

容を定め、自身にかわりその事務を行う人を決めておく制度になります。②法定後見制度は、既に判断能

力が不十分の方の保護のために後見人を選任する制度になります。 

 

  おひとりさま相続 － 

（坂本憲彦）



事業承継の際の税負担を解決する一つの方法として、「事業承継税制」があります。 

1．事業承継税制とは？ 

事業承継税制は、円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産につ

いて、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。 

 この事業承継税制には、会社の株式等を対象とする「法人版事業承継税制」と、個人事業者の事業用

資産を対象とする「個人版事業承継税制」があります。 

2．法人版事業承継税制 

法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社

の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税につ

いて、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・

相続税の納付が免除される制度です。 

3．個人版事業承継税制 

個人版事業承継税制は、青色申告（正規の簿記の原則によるものに限ります。）に係る事業（不動産貸

付事業等を除きます。）を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用

資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、

一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税

の納付が免除される制度です。 

4．事業承継税制の適用期限 

事業承継税制を適用する際は、特例承継計画を都道府県に提出する必要があり、その提出期限が、令

和６年３月３１日となっています。（令和４年度税制改正により、一年延長されています。） 

 
 
 
 日本では、事業承継が進まず、中小企業の経営者の高齢化が進み、事業承継は重要な経営課題になっ

ています。事業承継が進まない主な原因（課題）は、次の通りです。 

＜事業承継の課題＞ 

・後継者 

 後継者の選定、教育 

 ※後継者を誰にするか決めることが事業承継の一番の課題です。 

・税負担 

 経営者が所有する株式などの資産を、相続や贈与などによって後継者に引き継ぐことになり、多額の

税負担が発生する場合があります。 

・個人保証 

 中小企業の経営者は、金融機関から事業資金の借り入れを行う際、会社の連帯保証人となることが多

く、事業を承継し、経営者が引退すれば、後継者が経営者の個人保証を引き継ぐことになります。 

  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

   

 

       

（橋本健治） 

事業を次の代に承継する際の課題は？ 

事業承継の際の税負担を解決する税制がある？ 

税金・会計 Ｑ＆Ａ 



 

 

 

■適格請求書発⾏事業者登録制度についての⾒直し 
インボイス制度が開始される令和５年１０月１日から登録を受けるためには、原則として令和５年３月

末までに申請書を提出する必要がありました。４月以降に申請する場合、期限内申請が「困難な事情」を

申請書に記載する必要がありましたが、この記載を求めないこととされます。 

これにより、４月以降の申請であっても１０月１日からの登録が可能になります。 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
 
 

ただし、登録申請書を提出してから登録通知まで、処理に時間を要しますのでご注意ください。 

【国税庁の登録申請書の処理期間】 

e-Tax提出の場合 約３週間 

書面提出の場合 約２ヶ月 

                        （北原隆幸） 

 

 

 

『夢は、寝ているときに見る不思議な現象です。誰もが夢を見ることがありますが、その内容は人によ

って異なります。夢の内容は、自分が見てきたものや経験したこと、あるいは未来の展望など、様々なも

のが反映されます。寝ているときに見る夢には、様々な意味が含まれています。例えば、ストレスや不安

がある場合には、それらが夢の内容に反映されることがあります。夢を見ることで、無意識の中で自分が

抱える問題や不安を解消しようとしているとも考えられます。 

夢には、人間の心理状態が反映されるとも言われています。例えば、恋愛に関する夢を見た場合には、

自分自身がその恋愛に対してどのように思っているかが表れているとされます。また、夢に出てくる人物

や場所には、自分自身が持つ潜在的な思いや希望が反映されているとも言われています。 

寝ているときに見る夢は、その内容によっては不快なものや恐怖を感じるものもありますが、それらの

夢も自分自身を知るための重要なヒントとなることがあります。夢を見ることは、自分自身を深く知り、

自分自身を成長させるための貴重な機会と言えます。』 

 

この文章はAIに「夢」というテーマを与えて書かせたものです。人が書いたものと遜色ないものになっ

ています。技術の進化や時代の変化を感じることが多くなった昨今、個人的に一番関心が深いものです。 

車の自動運転や、ドローンによる無人販売等AI技術の進歩はすごい勢いで社会に影響を与えています。 

AIの普及により、人間が必要ない時代がもう目の前にあるような気がします。AIが出来ないことを聞くと 

「倫理的な判断」「創造的な発想」「人間の感情や直感」「自己意識や判断」と答えます。人間にしかできな

い部分もいずれはAIに代わってしまうと思うと、なんだか複雑な気持ちになります。 

職員コラム      ～ AI ～         石川 凌  

令和 5 年度 税制改正 ～インボイス 登録申請～ 


